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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座部と、
　背もたれと、
　着座者の身体信号を検出するセンサと、前記センサと接続された制御装置とを備える椅
子であって、
　前記座部又は前記背もたれの本体部の裏面側に取り付けられ、前記制御装置を覆うカバ
ーと、を備え、
　前記制御装置はバッテリと接続されており、
　前記制御装置と前記バッテリとは重ねて配置されており、
　前記カバーの内面には複数のリブが形成されており、
　前記リブは、前記制御装置及び前記バッテリの両側に対向するように配置されているこ
とを特徴とする椅子。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記バッテリよりも着座者側に配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の椅子。
【請求項３】
　前記制御装置及び前記バッテリは、前記制御装置の接続口及び前記バッテリの充電ジャ
ックが同じ方向を向くように配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の椅
子。
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【請求項４】
　対向する前記リブは、前記リブ間の距離が広い部分と、前記リブ間の距離が狭い部分と
、を有するように形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載
の椅子。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記リブ間の距離が広い部分に配置され、
　前記バッテリは、前記リブ間の距離が狭い部分に配置されていることを特徴とする請求
項４に記載の椅子。
【請求項６】
　前記カバーは、着座者側が開放された形状を有していることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか一項に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、椅子に係り、特に、シートの着座者に刺激を付与する覚醒機器を備える椅子
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両運転時の事故の発生を未然に防ぐことを目的として、車両の運転者の覚醒度低下を
防止する技術が知られている。
　例えば、特許文献１には、心拍センサ又は呼吸センサ及びモータ等の電気機器を備える
車両用シート用いて、振動刺激を着座者に付与する技術が開示されている。
　一方、覚醒度の低下を防止、換言すると居眠りを防止する技術は、車両用シートの他、
勉強や仕事を効率的に行うことを目的に、事務用の脚付き椅子等に用いられ得る。
　なお、覚醒装置を備えるものではないが、特許文献２には、座部に、クッション材とし
て機能するエアセルと、エアセルへの空気の給排を制御する制御装置（同文献には、制御
部と記載。）と、を備える椅子が開示されている。この制御装置は、座部フレーム（同文
献には、ベース部と記載。）の着座面側に設けられており、上方からカバー（同文献には
、前側支持部と記載。）が被せられている。
　また、特許文献３には、着座する者の姿勢を正しくするために、脚付き椅子にセンサを
着座面に配し、バッテリ及び制御装置並びにこれらを覆うカバーを含むコントロールユニ
ットを椅子の座部（同文献には、着席部と記載。）の下面に取付け、センサの検知信号の
有無によって着座者の姿勢を検出する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２２０８１０号公報
【特許文献２】特開２０１４－１８０４１５号公報
【特許文献３】特表２００６－５０３５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、脚付き椅子に電気機器を取り付ける場合には、車両内部に電気機器を配設可能
な特許文献１に開示されている車両用シートと異なり、バッテリ、ＥＣＵ（Electrical C
ontrol Unit）等の取付スペースを確保することが困難であった。
　そして、脚付き椅子に覚醒機器を取り付ける場合には、車両内部に電気機器を配設可能
な車両用シートに取り付ける場合と異なり、覚醒機器を構成する制御装置やバッテリを着
座者の近傍に配置せざるを得ない。
【０００５】
　また、覚醒機器を構成する制御装置を取り付ける場合に、制御装置を保護するためにカ
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バーでこれらを覆うことが考えられるが、例えば特許文献２及び３のように制御装置をカ
バーで覆うようにすると、制御装置から生じた熱がカバー内に篭ってしまい椅子の温度が
上昇してしまうことがあった。
　このため、制御装置が作動することによって熱を帯びることで温度が高くなった椅子の
一部に着座者が触れるときに、着座者に不快感を与えることがあった。
【０００６】
　また、制御装置やバッテリ等に対する保護及び断熱のためにカバーを取り付けた場合に
、カバーの分だけ椅子の外形が大きくなってしまうという問題があった。
　また、カバーを取り付けた場合に、カバーに覆われた制御装置やバッテリ等に触れるこ
とが困難となり、メンテナンス作業が困難となるという問題があった。
　特にカバーがバッテリを覆っている場合に、バッテリの交換のためにカバーを取り外さ
なくてはならず、バッテリを交換しづらかった。
　また、バッテリが充電バッテリである場合に、充電ジャックに接続されてカバーから取
り出された充電ケーブルが椅子の周辺を通る者の邪魔になることがあった。
　さらに、カバー内にある制御装置又はバッテリに、カバーを挿通してハーネス又はケー
ブルが挿し込まれている場合に、ハーネス又はケーブルが椅子の周辺を通るものや周辺に
ある物に引っかかって外れてしまうという問題があった。
　また、椅子に何の表示部もなければ、覚醒機器の作動状態、停止状態等の確認ができな
いため、覚醒装置を使用しづらかった。
【０００７】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、覚醒機器から
生じる熱による不快感を着座者に与えることを回避可能な椅子を提供することにある。
　他の目的は、覚醒機器を構成する装置の少なくとも一部を覆うカバーのサイズを抑えて
、椅子をコンパクトにすることにある。
　また、他の目的は、制御装置等に電力を供給するバッテリを覆うカバーを備える場合に
、バッテリの出し入れ、又はバッテリへの給電を容易にすることにある。
　さらに他の目的は、覚醒装置の作動状態等を確認可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は、本発明に係る椅子によれば、座部と、背もたれと、着座者の身体信号を検
出するセンサと、前記センサと接続された制御装置とを備える椅子であって、前記座部又
は前記背もたれの本体部の裏面側に取り付けられ、前記制御装置を覆うカバーと、を備え
、前記制御装置はバッテリと接続されており、前記制御装置と前記バッテリとは重ねて配
置されており、前記カバーの内面には複数のリブが形成されており、前記リブは、前記制
御装置及び前記バッテリの両側に対向するように配置されていることにより解決される。
【０００９】
　また、前記制御装置は、前記バッテリよりも着座者側に配置されていると好ましい。
　前記制御装置及び前記バッテリは、前記制御装置の接続口及び前記バッテリの充電ジャ
ックが同じ方向を向くように配置されていると好ましい。
　対向する前記リブは、前記リブ間の距離が広い部分と、前記リブ間の距離が狭い部分と
、を有するように形成されていると好ましい。
　前記制御装置は、前記リブ間の距離が広い部分に配置され、前記バッテリは、前記リブ
間の距離が狭い部分に配置されていると好ましい。
　前記カバーは、着座者側が開放された形状を有していると好ましい。
【００１０】
　また、前記カバーの内側にファンが配置されていると好ましい。
　上記構成によれば、ファンにより、カバー内からカバー外への排熱性を高めることがで
きる。
【００１１】
　さらに、前記カバーにおける椅子の前後方向後ろ側に開孔が形成されていると好ましい
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。
　上記構成によれば、カバー内のバッテリ及び制御装置からの排風が、カバーの後ろから
カバー外に出ることになるため、椅子の前側にある着座者の脚が排風に曝されて、着座者
に不快感を与えることを回避できる。
【００１２】
　また、前記カバーは、前記刺激装置若しくは前記制御装置に電力を供給するバッテリ又
は前記制御装置と対向する位置に凹部を有すると好ましい。
　上記構成によれば、カバーが、バッテリ又は制御装置と対向する位置に凹部を有するこ
とで、バッテリ及び制御装置を覆うカバーのサイズをコンパクトにすることができる。
【００１３】
　また、前記カバーの最も深い凹部に対向する位置に、前記バッテリ又は前記制御装置が
配置されていると好ましい。
　上記構成によれば、バッテリ又は制御装置がカバーの最も深い凹部に対向する位置に配
置されていることで、バッテリ又は制御装置を覆うことで最も外側に張り出す部分が薄く
なり、椅子の外側へのカバーの張り出し量を効果的に小さくすることができる。
【００１４】
　また、前記カバーの最も深い凹部に対向する位置に、前記バッテリと前記制御装置とが
厚さ方向に重ねられて配置されていてもよい。
　上記構成によれば、バッテリと制御装置とが厚さ方向に重ねて配置されていることで、
両者を接続するケーブルを短くできるとともに、座部又は背もたれへの組付性を良好にす
ることができ、さらに、最も深い凹部に対向する位置であることで、椅子の外側へのカバ
ーの張り出し量を効果的に小さくすることができる。
【００１５】
　さらに、前記座部を下方から支持する支柱を備え、前記カバーの最も深い凹部は、前記
支柱よりも前側であって椅子の幅方向の中央部に形成されていると好ましい。
　上記構成によれば、支柱よりも前側に、カバーの最も深い凹部が形成されていることで
、その位置に対向する位置にバッテリ又は制御装置を配置することができる。
　このため、カバーを外して、支柱よりも前側からバッテリ又は制御装置に触れることが
でき、メンテナンス性が良好となる。
　さらに、椅子の幅方向中央部に最も深い凹部が形成されていることで、椅子の幅方向に
バランスよく形成されたカバーを採用することができ、意匠性を高めることができる。
【００１６】
　また、前記カバーは、椅子の幅方向に並んで配置された前記バッテリと前記制御装置と
を覆っていてもよい。
　上記構成によれば、バッテリと制御装置が椅子の幅方向に並んで配置されていることで
、これらが上下方向又は前後方向に並んで配置されているものよりも、上下方向又は前後
方向へのカバーの張り出しを抑えることができる。
【００１７】
　また、前記座部は、座部フレームと、該座部フレーム上に設けられたプレート部材と、
を備え、前記座部フレームは、周辺よりも下方に突出して、椅子の幅方向に延在する下側
フレーム部を有し、前記刺激装置及び前記制御装置に電力を供給するバッテリと前記制御
装置とは、前記プレート部材の下方で前記下側フレーム部の前方にあるスペースに配設さ
れていると好ましい。
　上記構成によれば、プレート部材の下方で下側フレーム部の前方にあるスペースをバッ
テリと制御装置とを配設するスペースとして有効利用することができる。
【００１８】
　また、前記凹部は、前記バッテリ及び前記制御装置に対向する位置に複数形成されてい
てもよい。
　上記構成によれば、凹部がバッテリ及び制御装置に対向する位置に複数形成されている
ことで、バッテリ及び制御装置が別々に座部又は背もたれに取り付けられている場合であ
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っても、椅子の外側へのカバーの張り出し量を効果的に小さくすることができる。
【００１９】
　さらに、前記カバーには、前記刺激装置及び前記制御装置に電力を供給するバッテリを
出し入れ可能な開口である入出口が形成されていると好ましい。
　上記構成によれば、カバーに入出口が形成されていることで、カバーを本体部に取り付
けたままバッテリを出し入れすることが可能となる。
【００２０】
　また、前記座部を下方から支持する支柱を備え、前記入出口は、前記支柱に対向する位
置からずれた位置に形成されていると好ましい。
　上記構成によれば、バッテリの出し入れの際に、支柱が邪魔になることを回避すること
ができる。
【００２１】
　また、前記刺激装置及び前記制御装置に電力を供給するバッテリを備え、該バッテリは
、充電ジャックを有する充電式バッテリであり、前記カバーには、前記充電ジャックを露
出し、前記充電ジャックに接続される充電ケーブルを通すことができる通し口が形成され
ていると好ましい。
　上記構成によれば、カバーに充電ジャックを通すことができる通し口が形成されている
ことで、カバーを本体部に取り付けたまま充電ケーブルを充電ジャックに挿し込んでバッ
テリを容易に充電することができる。
【００２２】
　また、前記座部を下方から支持する支柱を備え、前記通し口は、前記支柱に対向する位
置からずれた位置に形成されていると好ましい。
　上記構成によれば、バッテリの充電の際に、支柱が邪魔になることを回避することがで
きる。
【００２３】
　また、前記座部を下方から支持する支柱と、該支柱に取り付けられた脚部と、前記充電
ジャックに一端を接続され、他端に前記充電ケーブルを接続する充電コネクタを有する延
長ケーブルと、を備え、前記カバーの前記通し口は、前記支柱に対向する位置に形成され
ており、前記延長ケーブルは、前記通し口を通って前記支柱に沿って前記脚部まで配設さ
れており、前記充電コネクタは前記脚部に固定されていると好ましい。
　上記構成によれば、座部から離間した位置にある脚部に固定された充電コネクタに充電
ケーブルを接続してバッテリを充電できるため、充電ケーブルが着座者等の邪魔になるこ
とを防止できる。
【００２４】
　また、前記刺激装置又は前記センサと前記制御装置とはハーネスによって連結されてお
り、前記カバーには、前記ハーネスを通すことができる他の通し口が形成されていると好
ましい。
　上記構成によれば、カバーにハーネスを通すことができる他の通し口が形成されている
ことで、カバーの内外にハーネスを通すことができるため、刺激装置、センサ及び制御装
置の配置の自由度を高めることができる。
【００２５】
　また、前記座部を下方から支持する支柱を備え、前記他の通し口は、前記支柱に対向す
る位置からずれた位置に形成されていると好ましい。
　上記構成によれば、カバーの他の通し口を介してのハーネス組み付けの際に、支柱が邪
魔になることを回避することができる。
【００２６】
　また、前記座部を下方から支持する支柱を備え、前記他の通し口は、前記支柱に対向す
る面に形成されていてもよい。
　上記構成によれば、カバーにおける着座者の脚から離れた支柱側に対向する面に他の通
し口が形成されているので、着座者の脚に触れることによってハーネスが外れることを回
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避することができる。
【００２７】
　また、前記カバーには、前記覚醒機器の作動状態を切り替える作動スイッチ部、前記覚
醒機器の作動状態を表示する作動表示部、及び前記刺激装置及び前記制御装置に電力を供
給するバッテリの残量を示すバッテリ状態表示部の少なくともいずれかが取り付けられて
いると好ましい。
　上記構成によれば、カバーに作動スイッチ部、作動表示部及びバッテリ状態表示部の少
なくともいずれかが取り付けられていることにより、カバーを取り付けた状態で、覚醒機
器の作動状態を変更することができ、また、作動状態を確認することができる。
【００２８】
　また、前記作動スイッチ部、前記作動表示部及び前記バッテリ状態表示部の少なくとも
いずれかは、前記背もたれに取り付けられた前記カバーの上部に取り付けられていると好
ましい。
　上記構成によれば、背凭れに取り付けられたカバーの上部に作動スイッチ部、作動表示
部及びバッテリ状態表示部の少なくともいずれかが取り付けられていることにより、椅子
の前に立った状態でも、覚醒機器の作動状態を変更することができ、また、作動状態を確
認することができる。
【００２９】
　また、前記作動スイッチ部、前記作動表示部及び前記バッテリ状態表示部の少なくとも
いずれかは、前記座部に取り付けられた前記カバーの側部に取り付けられていると好まし
い。
　上記構成によれば、座部に取り付けられたカバーの側部に作動スイッチ部、作動表示部
及びバッテリ状態表示部の少なくともいずれかが取り付けられていることにより、カバー
側部には着座者の脚が位置しないため、作動スイッチ部の操作、及び作動表示部又はバッ
テリ状態表示部の視認が容易となる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、覚醒機器を備える椅子が発熱装置により高温となることを回避して、
着座者に不快感を与えることを回避できる。
　さらに、本発明によれば、カバー内からカバー外への排熱性を高めることができる。
　また、着座者の脚が排風に曝されることにより、着座者に不快感を与えることを回避で
きる。
　また、本発明によれば、バッテリ及び制御装置を覆うカバーのサイズをコンパクトにす
ることができる。
　また、本発明によれば、バッテリ又は制御装置のメンテナンス性を良好にすることがで
きる。
　また、本発明によれば、上下方向又は前後方向へのカバーの張り出しを抑えることがで
きる。
　また、本発明によれば、プレート部材の下方で下側フレーム部の前方にあるスペースを
バッテリと制御装置を配設するスペースとして有効利用することができる。
　さらに、本発明によれば、カバーを本体部に取り付けたままバッテリを出し入れするこ
とが可能となる。
　また、本発明によれば、バッテリの出し入れの際に、支柱が邪魔になることを回避する
ことができる。
　また、本発明によれば、カバーを本体部に取り付けたまま充電ケーブルを充電ジャック
に挿し込んでバッテリを容易に充電することができる。
　さらに、本発明によれば、バッテリの充電の際に、支柱が邪魔になることを回避するこ
とができる。
　また、本発明によれば、充電ケーブルが着座者等の邪魔になることを防止できる。
　また、本発明によれば、刺激装置、センサ及び制御装置の配置の自由度を高めることが
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できる。
　また、本発明によれば、カバーの通し孔を介してのハーネス組み付けの際に、支柱が邪
魔になることを回避することができる。
　また、本発明によれば、着座者の脚に触れることによってハーネスが外れることを回避
することができる。
　また、本発明によれば、カバーを取り付けた状態で、覚醒機器の作動状態を変更するこ
とができ、また、作動状態を確認することができる。
　また、本発明によれば、椅子の前に立った状態でも、覚醒機器の作動状態を変更するこ
とができ、また、作動状態を確認することができる。
　また、本発明によれば、ハーネスを外れにくくすることができる。
　また、本発明によれば、作動スイッチ部の操作、及び作動表示部又はバッテリ状態表示
部の視認が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に係る脚付き椅子の外観図である。
【図２】保持カバー及び座部カバーが取り付けられるクッションパン下面を示す下側斜視
図である。
【図３】図１のIII-III断面を示す模式的な断面図である。
【図４】樹脂プレートを示す平面図である。
【図５】脚付き椅子に取り付けられる制御装置、バッテリ及び保持カバー等の分解斜視図
である。
【図６】制御装置及びバッテリを保持した状態の保持カバーを示す斜視図である。
【図７】制御装置及びバッテリを保持する保持カバーがクッションパンの下面に取り付け
られた状態を示す模式的な正面図である。
【図８】樹脂プレートの下面に座部カバーを取り付けた状態を示す模式的な正面図である
。
【図９】制御装置保持カバーとバッテリ保持カバーが樹脂プレートの下面に取り付けられ
た状態を示す模式的な正面図である。
【図１０】座部カバーの上部を示す上側斜視図である。
【図１１】座部カバーを側面から示す模式的な側面図である。
【図１２】変形例に係る座部カバーを示す図１のIII-III断面を示す模式的な断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、椅子に関するものであり、特に、覚醒機器（居眠り防止機器）を備える椅子
に関するものである。
　なお、以下に説明する実施形態は、本発明の理解を容易にするための一例に過ぎず、本
発明を限定するものではない。すなわち、以下に説明する部材の形状、寸法、配置等につ
いては、本発明の趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはそ
の等価物が含まれることは勿論である。
　以下、本発明の一実施形態に係る脚付き椅子Ｓ、並びに脚付き椅子Ｓに設けられたＥＣ
Ｕ７、バッテリ８及びこれらを保持する保持カバー７１並びにこれらを覆う座部カバー５
１について、図面を参照しながら説明する。
　なお、以下において、前後方向は、椅子の前後方向を示すものとし、左右方向は椅子の
左右方向を示すものとし椅子の幅方向ともいう。
【００３３】
　＜全体構成について＞
　まず、図１～図４を主に参照して、脚付き椅子Ｓの主な構成について説明する。ここで
、図１は、本発明の実施形態に係る脚付き椅子Ｓの外観図、図２は、保持カバー７１及び
座部カバー５１が取り付けられるクッションパンＦ２１の下面を示す下側斜視図、図３は
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、図１のIII-III断面を示す模式的な断面図、図４は、樹脂プレートＦ２１ｄを示す平面
図である。
　脚付き椅子Ｓは、主に、脚部材Ｆ３と、脚部材Ｆ３に取り付けられて着座者の臀部を支
持するクッションパンＦ２１と、クッションパンＦ２１に連結された背もたれ部であるバ
ックパンＦ２２と、覚醒機器Ｕとから構成されている。
【００３４】
　脚部材Ｆ３は、４本に分岐する足部Ｆ３１と、足部Ｆ３１に連続的に形成された支柱筒
Ｆ３０とから構成されて、主に樹脂材料から形成されている。
　足部Ｆ３１における４本に分岐したそれぞれの先端には、キャスターＦ３１ａが取り付
けられている。
　また、足部Ｆ３１は、本実施形態においては４本に分岐する構成となっているが、３本
以上に分岐する構成であってもよく、さらに、キャスターＦ３１ａを備えなくてもよい。
【００３５】
　支柱筒Ｆ３０は、足部Ｆ３１の中央に固定されて上方に延在している。支柱筒Ｆ３０の
中に、後述する支柱Ｆ２１ａが通されて固定される。
【００３６】
　クッションパンＦ２１は、本発明に係る座部に相当するものであり、図２に示すように
、金属製の座部フレーム７４と、座部フレーム７４の上部に取り付けられた樹脂プレート
Ｆ２１ｄと、樹脂プレートＦ２１ｄの上部に取り付けられた表皮付きパッド部Ｆ２１ｅと
、から構成されている。
【００３７】
　座部フレーム７４は、シート幅方向に延在する下側フレーム部Ｆ２１ｂと、下側フレー
ム部Ｆ２１ｂよりも上側にあり、下側フレーム部Ｆ２１ｂと十字に成すように交差して延
在する上側フレーム部Ｆ２１ｃと、から構成されている。
【００３８】
　下側フレーム部Ｆ２１ｂは、クッションパンＦ２１の後ろ側においてシート幅方向に延
在しており、支柱Ｆ２１ａが通る下側フレーム部Ｆ２１ｂの中央には、貫通孔Ｆ２１ｆが
形成されている。
【００３９】
　上側フレーム部Ｆ２１ｃは、椅子の幅方向中央において椅子の前後方向に延在して、下
側フレーム部Ｆ２１ｂと溶接によって接合されている。上側フレーム部Ｆ２１ｃの中央に
は、周囲に対して垂直に延在するパイプ状の支柱Ｆ２１ａが溶接等によって接合されてい
る。
　上側フレーム部Ｆ２１ｃにおける下側フレーム部Ｆ２１ｂに重ならない部位に、タッピ
ングネジＮ１（図５参照）を通す通し孔Ｆ２１ｈが、前後に２つずつ形成されている。
　具体的には、この通し孔Ｆ２１ｈは、上側フレーム部Ｆ２１ｃ及び一体的に接合された
下側フレーム部Ｆ２１ｂ、及び後述する保持カバー７１を樹脂プレートＦ２１ｄへ取り付
けるタッピングネジＮ１を通すためのものである。
【００４０】
　図４に示す樹脂プレートＦ２１ｄは、本発明に係るプレート部材及び本体部に相当し、
着座者の臀部から伝わる熱を放熱するために、上下方向に形成された複数の抜き孔Ｆ２１
ｊを有する。この抜き孔Ｆ２１ｊは、放熱機能を有するとともに、後述するハーネス１１
を樹脂プレートＦ２１ｄの上下に挿通させる機能を有する。
　樹脂プレートＦ２１ｄの下面には、２個のファン５０が座部フレーム７４の前方に取り
付けられている。
　このように取り付けられたファン５０は、座部フレーム７４に取り付けられた後述する
保持カバー７１によって保持されるＥＣＵ７及びバッテリ８を空冷する機能を有する。
【００４１】
　表皮付きパッド部Ｆ２１ｅは、ウレタン等のクッション材から成るパッド部Ｆ２１ｏと
、パッド部Ｆ２１ｏを覆う表皮４４とから構成されており、表皮４４とパッド部Ｆ２１ｏ
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の間に後述する呼吸センサ９が配設されている。
　パッド部Ｆ２１ｏには、図３に示すように、ハーネス１１を後述するＥＣＵ７にガイド
するガイド孔Ｆ２１ｋが形成されている。
　ガイド孔Ｆ２１ｋは、パッド部Ｆ２１ｏの上面に設けられた呼吸センサ９の前方から、
ＥＣＵ７の近傍へと、前方、且つ、下方に斜め延びるように形成されている。
【００４２】
　バックパンＦ２２は、クッションパンＦ２１の後部と連結されており、クッションパン
Ｆ２１から略鉛直上方に延在して形成されている。
　バックパンＦ２２は、樹脂プレートＦ２２ｄと、樹脂プレートＦ２２ｄの前側に取り付
けられた表皮付きパッド部Ｆ２２ｅと、樹脂プレートＦ２２ｄの後ろ側に取り付けられた
背もたれカバー５５とから構成されている。
【００４３】
　樹脂プレートＦ２２ｄは、本発明に係るプレート部材及び本体部に相当し、樹脂プレー
トＦ２２ｄの裏面の中央には、図１に示すように振動装置３５が取り付けられている。こ
の振動装置３５は、詳細については後述するが、覚醒機器Ｕを構成部品であり、ＥＣＵ７
の制御信号に応じて着座者に振動刺激を付加するものである。
【００４４】
　表皮付きパッド部Ｆ２２ｅは、表皮付きパッド部Ｆ２１ｅと同様、ウレタン等のクッシ
ョン材から成る図示せぬパッド部と、パッド部を覆う図示せぬ表皮とから構成されている
。
【００４５】
　背もたれカバー５５は、樹脂プレートＦ２２ｄ及び振動装置３５を裏面から覆うもので
あり、上面に後述する操作スイッチＵ５、作動表示部Ｕ６及び充電状態表示部Ｕ７が取り
付けられている。
　この操作スイッチＵ５、作動表示部Ｕ６及び充電状態表示部Ｕ７は、ハーネスＵ８によ
ってＥＣＵ７と接続されている。
【００４６】
　＜覚醒機器について＞
　次いで、覚醒機器Ｕについて説明する。
　本実施形態に係る覚醒機器Ｕは、ＥＣＵ７、バッテリ８、呼吸センサ９及び振動装置３
５から主に構成されている。
【００４７】
　振動装置３５は、公知のアンバランスマスモータから成る所謂「振動モータ」を備える
装置である。
【００４８】
　ＥＣＵ７は、電気制御を総合的に実行する中枢機能であり、本例においては、呼吸の間
隔を示すデジタル信号に変換された電位差信号を基に、振動装置３５を駆動制御する機能
を有する。
　本実施形態に係るＥＣＵ７は、演算制御用のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えて構成さ
れた、ハード的には汎用のＥＣＵである。
　ＥＣＵ７には、コネクタ７０が取り付けられおり、コネクタ７０の接続口７０ａに、図
３に示す呼吸センサ９に接続されたハーネス１１、並びに後述する操作スイッチＵ５、作
動表示部Ｕ６及び充電状態表示部Ｕ７に接続された図１に示すハーネスＵ８、振動装置３
５に接続された図示せぬハーネス、並びにバッテリ８に接続された図示せぬケーブルが接
続されている。なお、図３、後述の図１２は、ハーネスＵ８を省略した図である。
【００４９】
　なお、呼吸センサ９からハーネス１１を介してＥＣＵ７に入力される信号は、信号処理
回路によってデジタル信号に変換された電位差信号であり、出力されるものは、振動装置
３５を駆動するための電力である。
　ＲＡＭは、演算制御中の信号及び入出力される信号を含むパラメータを一時記憶するも
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ので、デジタル信号に変換された電位差信号その他の信号を格納する格納部として機能す
る。
【００５０】
　ＲＯＭは、ＣＰＵが実行するプログラム及び所定値のパラメータを記憶するものであり
、例えば、所定の基準値を設定する基準値設定部や、基準値に基づき覚醒状態を判定する
判定部、振動装置３５を駆動する駆動部等がプログラムとして記録されている。
　この駆動部は、ＣＰＵの指示に応じて電力を供給することにより振動装置３５を駆動す
る機能を有する。
　このＣＰＵの指示信号は、呼吸センサ９からの信号を演算することにより形成される。
　つまり、呼吸センサ９から送信される信号により、着座者の覚醒状態を判断し、覚醒状
態ではないと判断した場合に、振動装置３５を駆動するための信号がＣＰＵから発信され
るよう構成されている。なお、当該構成は公知の構成が使用されていればよく、呼吸セン
サ９の代わりに心拍センサを用いるようにしてもよい。
【００５１】
　覚醒機器Ｕを構成するＥＣＵ７は、図３に示すように、保持カバー７１によってクッシ
ョンパンＦ２１の下面側に取り付けられており、振動装置３５は、図１に示すように、バ
ックパンＦ２２の着座者側を向く面の中央部付近に取り付けられている。
【００５２】
　バッテリ８は、ＥＣＵ７及び振動装置３５に電力を供給する機能を有し、本実施形態に
おいては板状に形成されている。バッテリ８は、後述する制御装置Ｕ１の下方に重ねて取
り付けられており、前面に充電ジャック８０ａが形成されている。バッテリ８は、充電ジ
ャック８０ａから図示せぬ充電ケーブルが接続されることによって家庭用電源から充電さ
れるものである。そして、バッテリ８は、スマートフォン等の充電用に使用されるバッテ
リを転用することが可能である。
　なお、バッテリ８は、給電式のものに限定されず、着脱式のものであってもよい。
【００５３】
　＜ＥＣＵ及びバッテリを保持する保持カバーについて＞
　次いで、図１～図４に加え、図５～図７を参照して、ＥＣＵ７及びバッテリ８を保持す
る保持カバー７１について説明する。
　ここで、図５は、脚付き椅子Ｓに取り付けられる制御装置Ｕ１、バッテリ８及び保持カ
バー７１等の分解斜視図、図６は、制御装置Ｕ１及びバッテリ８を保持した状態の保持カ
バー７１を示す斜視図、図７は、制御装置Ｕ１及びバッテリ８を保持する保持カバー７１
がクッションパンＦ２１の下面に取り付けられた状態を示す模式的な正面図である。
【００５４】
　本実施形態においては、ＥＣＵ７は、ベース部材７２及びカバー部材７３によって覆わ
れて支持され、さらにバッテリ８とともに、保持カバー７１によって保持されて上側フレ
ーム部Ｆ２１ｃに取り付けられる。なお、ＥＣＵ７とベース部材７２とカバー部材７３と
を組み合わせたユニットを制御装置Ｕ１ともいう。
【００５５】
　図５に示すように、ベース部材７２とカバー部材７３とは、ＥＣＵ７を格納した状態で
固定ネジＮ２によって締結され、バッテリ８の上に積層されて、収容凹溝７１ａ内に保持
される。
　保持カバー７１は、本発明に係るカバーの一に相当するものであり、上方が開放されて
おり鉛直断面が略コ字形状である収容凹溝７１ａを備え、樹脂材料で形成されている。保
持カバー７１は、図６に示すように、収容凹溝７１ａ内にバッテリ８と制御装置Ｕ１を保
持する。
【００５６】
　また、保持カバー７１は、開口７１ｉを前側に有しており、開口７１ｉによって、収容
凹溝７１ａ内に保持されたＥＣＵ７のコネクタ７０の接続口７０ａ及びバッテリ８が露出
するように形成されている。



(11) JP 6963191 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

　このように保持カバー７１に開口７１ｉが形成されていることで、保持カバー７１によ
ってＥＣＵ７及びバッテリ８を保持した状態で、各装置の電気的接続が可能となる。
　そして、保持カバー７１は、開口７１ｉが前方に向くように、上側フレーム部Ｆ２１ｃ
に取り付けられていることで、着座者は、ハーネス１１、図示せぬ充電ケーブル等の抜き
差しを、保持カバー７１の後方にある支柱筒Ｆ３０が邪魔になることなく、脚付き椅子Ｓ
に座った状態で行うことができる。
【００５７】
　特に、バッテリ８が着脱交換式の場合には、開口７１ｉは、バッテリ８の入出口として
も機能することとなる。
　一方、バッテリ８が充電式である場合には、開口７１ｉは、バッテリ８の充電ジャック
８０ａを露出させることにより、充電ジャック８０ａに挿し込まれる図示せぬ充電ケーブ
ルの通し口として機能することとなる。
　同様に、開口７１ｉは、コネクタ７０の接続口７０ａを露出させることにより、接続口
７０ａに挿し込まれるハーネス１１又は後述するハーネスＵ８の通し口として機能するこ
ととなる。
【００５８】
　なお、開口７１ｉをバッテリ８の入出口、図示せぬ充電ケーブル又はハーネス１１若し
くはハーネスＵ８の通し口として機能させるため、バッテリ８の出し入れ等の障害となる
支柱Ｆ２１ａに開口７１ｉが対向しない向きで、保持カバー７１が取り付けられていれば
よい。つまり、開口７１ｉが支柱Ｆ２１ａに対向する向きでなければ、前方だけでなく、
側方や後方に開口７１ｉが向くように、保持カバー７１が取り付けられてもよい。
【００５９】
　また、保持カバー７１における椅子の幅方向両側の内壁には、下部が椅子の幅方向に長
く形成されたＬ字状のリブ７１ｄが椅子の前後方向に複数並んで形成されている。このリ
ブ７１ｄ上に、後述するベース部材７２が載置される。椅子の幅方向にある一対のリブ７
１ｄの下部は、椅子の幅方向において、バッテリ８が間に収まるようにバッテリ８の長さ
よりも長い間隔で形成されており、バッテリ８の上下方向の厚さよりも高い高さで形成さ
れている。
　さらに、保持カバー７１の椅子の前後方向における最前にあるリブ７１ｅは、他のリブ
７１ｄよりも上部が椅子の幅方向に張り出して形成されている。より具体的には、椅子の
幅方向両側にある一対のリブ７１ｅ間の長さは、後述するカバー部材７３における椅子の
幅方向の長さよりも短く設定されている。
　このため、ＥＣＵ７を覆って保持カバー７１に保持されたカバー部材７３は、リブ７１
ｅによって前方への移動を制限されることとなる。
【００６０】
　保持カバー７１の側面に設けられた前後方向に隣接するリブ７１ｄの間には、上下に延
在する方形状のスリット７１ｈが形成されている。なお、保持カバー７１の後面にも同様
の間隔でスリット７１ｈが形成されている。
　このように、スリット７１ｈが形成されていることで、保持カバー７１の内部と外部と
の空気の流通を可能とし、保持カバー７１に保持されるＥＣＵ７及びバッテリ８の放熱性
を高めることができる。
　特に、保持カバー７１の後面に形成されたスリット７１ｈによって、保持カバー７１の
前方にあるファン５０からの送られる風が後方へ流れることとなり、放熱性が高まること
となる。
　なお、スリット７１ｈの一部を、開口７１ｉの代わりに、図示せぬ充電ケーブル、又は
ハーネス１１又はハーネスＵ８の通し口として機能させるようにしてもよい。
【００６１】
　ベース部材７２及びカバー部材７３は、鉛直断面が略コ字形状の枠体である。
　詳細には、ベース部材７２は、略コ字形状の断面を有して、幅方向長さよりも長く前後
方向に延在している。ベース部材７２の側面には、複数のパンチ孔７２ａが形成されてお
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り、空気を流通可能とすることで、内部に支持するＥＣＵ７の放熱性が高められている。
　一方、カバー部材７３は、略コ字形状の断面を有して、前後方向長さよりも長く幅方向
に延在している。
　特に、カバー部材７３の前面には、ＥＣＵ７のコネクタ７０を露出させて、コネクタ７
０によってＥＣＵ７と呼吸センサ９又は振動装置３５とを接続するため、方形状の切り欠
きが形成されている。
　これらは、上下に重ね合わせられることで、内部にＥＣＵ７の格納空間を形成する。
　そして、ベース部材７２とカバー部材７３とは、ＥＣＵ７を格納した状態で固定ネジＮ
２によって締結され、バッテリ８の上に積層されて、収容凹溝７１ａ内に保持される。
【００６２】
　なお、ベース部材７２が前後に間隔を空けて配置されたリブ７１ｄ上に載置されること
で、ＥＣＵ７から生じる熱を帯びた空気は、ベース部材７２のパンチ孔７２ａを介してリ
ブ７１ｄの間を通ることとなる。このため、ＥＣＵ７の放熱性を良好にすることができる
。
　さらに、リブ７１ｄの下部がバッテリ８の上下方向の厚さよりも高い高さで形成されて
いることで、リブ７１ｄ上に配置される保持カバー７１とバッテリ８とを離間させること
ができる。
　このように、保持カバー７１とバッテリ８とが離間して配置されることで、両者の間の
熱が直接的に伝わることを防止し、両者相互の温度上昇を抑制することができる。
【００６３】
　制御装置Ｕ１は、バッテリ８とともに保持カバー７１の収容凹溝７１ａ内に格納されて
いる。この状態で、保持カバー７１は、タッピングネジＮ１により、クッションパンＦ２
１に留め付けられる。
【００６４】
　特に、保持カバー７１は、下側フレーム部Ｆ２１ｂの前方であり、樹脂プレートＦ２１
ｄの下方にある上側フレーム部Ｆ２１ｃに取り付けられており、下側フレーム部Ｆ２１ｂ
の前にあるスペースが有効活用されている。このように保持カバー７１が取り付けられる
ことで、樹脂プレートＦ２１ｄの下方への張り出しを抑制して、着座者の脚の置き場を狭
めることを抑制することができる。
【００６５】
　＜樹脂プレートを覆う座部カバーについて＞
　上記実施形態においては、制御装置Ｕ１及びバッテリ８を保持し、保護するものとして
保持カバー７１について説明した。さらに保護能力を高めるとともに、美観を良好にする
ために、保持カバー７１をとともに樹脂プレートＦ２１ｄを覆う座部カバー５１を取り付
けるようにしてもよい。
【００６６】
　次に、樹脂プレートＦ２１ｄを裏面から覆う座部カバー５１について、図３に加えて、
図８～図１１を参照して説明する。
　ここで、図８は、樹脂プレートＦ２１ｄの下面に座部カバー５１を取り付けた状態を示
す模式的な正面図、図９は、制御装置保持カバー７７とバッテリ保持カバー７８が樹脂プ
レートＦ２１ｄの下面に取り付けられた状態を示す模式的な正面図、図１０は、座部カバ
ー５１の上部を示す上側斜視図、図１１は、座部カバー５１を側面から示す模式的な側面
図である。
【００６７】
　座部カバー５１は、樹脂材料から成り椀形状を有する。座部カバー５１は、前面上部に
スリット５１ａ、前面の下部にバッテリ８を露出させる長孔状の開孔５１ｃ、後面には排
気口５１ｂ（図３参照）を有する。
【００６８】
　スリット５１ａは、制御装置Ｕ１及びバッテリ８を空冷するために、外気を座部カバー
５１内に導入するためのものであり、椅子の幅方向に延在して上下に二本形成されている
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。
　そして、図３に示すように、スリット５１ａに対向する位置にファン５０が配設されて
いることで、より外気の取り込みが促進されることとなる。
【００６９】
　開孔５１ｃは、バッテリ８を露出させて、バッテリ８の出し入れ、又は図示せぬ充電ケ
ーブルと充電ジャック８０ａとの接続を、座部カバー５１で保持カバー７１を覆った状態
で可能とするものである。開孔５１ｃは、前後方向に貫通してスリット５１ａの下方に椅
子の幅方向に延在している。なお、開孔５１ｃは、スリット５１ａとともに外気の取り込
み口としても機能する。
　さらに、スリット５１ａ又は開孔５１ｃを、図示せぬ充電ケーブル、ハーネス１１又は
ハーネスＵ８の通し口として機能させるようにしてもよい。
　なお、座部カバー５１は、バッテリ８の出し入れ等の障害となる支柱Ｆ２１ａに開孔５
１ｃが対向しない向きで樹脂プレートＦ２１ｄに取り付けられていればよい。つまり、開
孔５１ｃが支柱Ｆ２１ａに対向する向きでなければ、前方だけでなく、側方や後方に開孔
５１ｃが向くように、座部カバー５１が取り付けられてもよい。
【００７０】
　排気口５１ｂは、スリット５１ａ又は開孔５１ｃから取り込まれた空気を座部カバー５
１の外部へ排気するためものである。
　このように、スリット５１ａ又は開孔５１ｃから取り込まれ、ＥＣＵ７又はバッテリ８
を通って熱を帯びた空気を座部カバー５１の外部へ排気することにより、ＥＣＵ７及びバ
ッテリ８の熱を放散させることが可能となる。
【００７１】
　また、上記実施形態に係る保持カバー７１においては、上下に制御装置Ｕ１とバッテリ
８とをまとめて保持する構成であったが、別々に保持するカバーを採用してもよい。
　例えば、図９に示すように、制御装置Ｕ１を保持する制御装置保持カバー７７と、バッ
テリ８を保持するバッテリ保持カバー７８とが、椅子の幅方向に並んで取り付けられてい
てもよい。
　このように制御装置保持カバー７７及びバッテリ保持カバー７８が取り付けられている
ことで、上下に制御装置Ｕ１とバッテリ８とを重ねて保持する保持カバー７１よりも、樹
脂プレートＦ２１ｄの下方への両カバーの張り出しを抑制することができる。これに伴っ
て、これらを覆う座部カバー５３の下方への張り出しも抑制することができる。
【００７２】
　そして、座部カバー５１及び座部カバー５３には、保持カバー７１又は制御装置保持カ
バー７７及びバッテリ保持カバー７８に対向する部分に凹部が形成されている。
　例えば、座部カバー５３における凹部として、図１０に示すように、制御装置保持カバ
ー７７に対向する部位に制御装置収容部５３ａ、バッテリ保持カバー７８に対向する部位
にバッテリ収容部５３ｂが形成されており、それ以外の部位に、複数のリブ５３ｃが形成
されている。座部カバー５３は、リブ５３ｃが複数形成されていることにより、軽量、且
つ、高い剛性を有する。
【００７３】
　制御装置収容部５３ａは、制御装置保持カバー７７に、バッテリ収容部５３ｂは、バッ
テリ保持カバー７８に応じた形状を有している。
　具体的には、本実施形態にように、制御装置保持カバー７７の下面が、バッテリ保持カ
バー７８の下面よりも低い位置にある場合には、制御装置収容部５３ａが、バッテリ収容
部５３ｂよりも深く形成されている。
　そして、制御装置収容部５３ａは、座部カバー５３が樹脂プレートＦ２１ｄに取り付け
られた状態において、制御装置収容部５３ａの底面が制御装置保持カバー７７の下面より
も若干低い位置に位置するように形成されている。
　同様に、バッテリ収容部５３ｂは、座部カバー５３が樹脂プレートＦ２１ｄに取り付け
られた状態において、バッテリ収容部５３ｂの底面がバッテリ保持カバー７８の下面より
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も若干低い位置に位置するように形成されている。
【００７４】
　このように制御装置収容部５３ａ及びバッテリ収容部５３ｂが形成されていることで、
樹脂プレートＦ２１ｄに制御装置保持カバー７７及びバッテリ保持カバー７８が取り付け
られた状態で、これらに阻害されずに樹脂プレートＦ２１ｄに座部カバー５３を取り付け
ることが可能となる。
　この場合に、制御装置収容部５３ａが他の部位よりも最も深く形成されていることで、
座部カバー５３の下方への張り出し量を最も小さくすることができ、座部カバー５３の下
方にある着座者の脚の置き場を広くすることができる。
【００７５】
　上記の制御装置保持カバー７７を収容する制御装置収容部５３ａ、及びバッテリ保持カ
バー７８を収容するバッテリ収容部５３ｂを有し、リブ５３ｃを備える座部カバー５３と
同様に、座部カバー５１にも保持カバー７１を覆う図示せぬ凹部、及びリブを形成するよ
うにできる。
　この場合には、保持カバー７１、換言すると図示せぬ凹部は、椅子の幅方向中央に配置
されていると好ましい。このような構成によれば、椅子の幅方向についての重量のバラン
スがとれることとなる。
【００７６】
　さらに、バックパンＦ２２側に、制御装置Ｕ１又はバッテリ８が取り付けられる場合に
は、上記の座部カバー５１，５３同様の構成を背もたれカバー５５に適用することが可能
である。
【００７７】
　（座部カバーに設けられた表示部について）
　図１１に示す座部カバー５１の側面には、操作スイッチＵ５、作動表示部Ｕ６及び充電
状態表示部Ｕ７が取り付けられている。
【００７８】
　操作スイッチＵ５は、覚醒機器Ｕを作動又は停止させるための押しボタン式の操作スイ
ッチであり、座部カバー５１の不図示の嵌合穴に嵌め込まれて取り付けられている。
【００７９】
　作動表示部Ｕ６は、覚醒機器Ｕが作動又は停止していることを表示する表示ランプであ
って、正常に作動している場合には青色を表示し、作動しているが何らかの不具合が生じ
ている場合には黄色を表示し、停止している場合には消灯するように構成されている。
【００８０】
　充電状態表示部Ｕ７は、バッテリ８の充電状態を表示する表示ランプであって、バッテ
リ８が十分に充電されている場合には青色を表示し、充電残量が所定値以下となった場合
には赤色を表示し、充電残量がなくなった場合には消灯するように構成されている。
　作動表示部Ｕ６及び充電状態表示部Ｕ７は、図１１に示すように、座部カバー５１の側
面に取り付けられており、操作スイッチＵ５を挟む位置に配置されている。
【００８１】
　このように、操作スイッチＵ５が取り付けられていることで、覚醒機能のオンオフを座
った状態で着座者が操作可能となり、操作性が向上する。
　また、作動表示部Ｕ６及び充電状態表示部Ｕ７が設けられていることで、覚醒機能の作
動状態、バッテリ８の充電状態を確認することができるため使用しやすくなる。
【００８２】
　なお、操作スイッチＵ５、作動表示部Ｕ６及び充電状態表示部Ｕ７は、図１に示すよう
に、背もたれカバー５５の上端部分に設けられた不図示の嵌合穴に嵌め込まれて取り付け
られていてもよく、双方のカバーに取り付けられてもよい。
【００８３】
　＜変形例＞
　最後に、図１２を参照して、変形例に係る座部カバー５４について説明する。
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　ここで、図１２は、変形例に係る座部カバー５４を示す図１のIII-III断面を示す模式
的な断面図である。
【００８４】
　変形例に係る座部カバー５４は、樹脂プレートＦ２１ｄの下面における支柱Ｆ２１ａの
前側のみを覆うように形成され、取り付けられている。
　座部カバー５４の後面における支柱Ｆ２１ａに対向する位置に、図５に示すバッテリ８
の充電ジャック８０ａを露出させる通し口５４ａが形成されている。
　そして、バッテリ８は、充電ジャック８０ａが支柱Ｆ２１ａに対向する後方に向くよう
に保持カバー７１に保持されており、保持カバー７１には、後方に、充電ジャック８０ａ
を露出させる通し口７５ａが形成されている。
【００８５】
　また、支柱Ｆ２１ａにおける座部カバー５４に対向する前側には、外部と内部空間とに
連通する貫通孔Ｆ２１ｎが形成されている。
　つまり、座部カバー５４が保持カバー７１を覆っている状態において、通し口５４ａと
通し口７５ａと貫通孔Ｆ２１ｎが対向しており、これらを通って延長ケーブル６６が支柱
Ｆ２１ａの内部に通されている。
【００８６】
　図１に示すように、脚部材Ｆ３におけるキャスターＦ３１ａの上方にある足部Ｆ３１の
先端に充電コネクタ６５が配設されている。
　延長ケーブル６６が、充電ジャック８０ａと充電コネクタ６５とに接続されている。
　このような構成により、床に近い足部Ｆ３１先にある充電コネクタ６５に充電ケーブル
を挿し込むようにして、バッテリ８への充電が可能となるため、充電ケーブルが周辺を通
る者の邪魔にならずに使いやすいものとなる。
　また、着座者は、クッションパンＦ２１の下面近傍よりも足部Ｆ３１の先端の方が容易
に目視でき、図示せぬ充電ケーブルを充電コネクタ６５に容易に接続することができる。
【００８７】
　なお、延長ケーブル６６を通すための通し口７５ａと同様に、座部カバー５４の後面で
あって支柱Ｆ２１ａに対向する部位に、ハーネス１１や振動装置３５に繋がる図示せぬハ
ーネスを座部カバー５４の後方へと通すための通し口を形成するようにしてもよい。
　このように、支柱Ｆ２１ａに対向する位置に通し口が形成されていることで、メンテナ
ンス以外で触れる機会の少ないハーネスの接続部を、着座者に触れづらくすることが可能
となる。
　また、この変形例においても、座部カバー５４は任意の構成要素であることは当然であ
る。
【００８８】
　なお、スリット５１ａ又は開孔５１ｃをバッテリ８の入出口、図示せぬ充電ケーブル又
はハーネス１１若しくはハーネスＵ８の通し口として機能させるため、バッテリ８の出し
入れ等の障害となる支柱Ｆ２１ａにスリット５１ａ又は開孔５１ｃが対向しない向きで、
座部カバー５１，５３，５４が取り付けられていればよい。つまり、スリット５１ａ又は
開孔５１ｃが支柱Ｆ２１ａに対向する向きでなければ、前方だけでなく、側方や後方にス
リット５１ａ又は開孔５１ｃが向くように、座部カバー５１，５３，５４が取り付けられ
てもよい。
【００８９】
　なお、上記実施形態においては、樹脂プレートＦ２１ｄの下面にファン５０が取り付け
られるものとして説明したが、ＥＣＵ７又はバッテリ８を冷却できれば、この構成に限定
されない。
　例えば、座部カバー５１にファン５０を取り付けるようにしてもよい。座部カバー５１
にファン５０を取り付けるようにすると、樹脂プレートＦ２１ｄが金属製でありタッピン
グが困難である等によりファン５０を取り付けできない場合に有効である。
　また、保持カバー７１のスペースを設け、そのスペースにファン５０を取り付けるよう
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にしてもよい。保持カバー７１にファン５０を取り付けるようにすると、ファン５０に接
続するＥＣＵ７の近くに配置されることとなるため、配線をコンパクトにまとめることが
可能となる。
【符号の説明】
【００９０】
Ｆ２１　クッションパン（座部）
　Ｆ２１ａ　支柱
　Ｆ２１ｂ　下側フレーム部
　Ｆ２１ｃ　上側フレーム部
　Ｆ２１ｄ　樹脂プレート（プレート部材、本体部）
　Ｆ２１ｅ　表皮付きパッド部
　Ｆ２１ｆ　貫通孔
　Ｆ２１ｈ　通し孔
　Ｆ２１ｊ　抜き孔
　Ｆ２１ｋ　ガイド孔
　Ｆ２１ｎ　貫通孔
　Ｆ２１ｏ　パッド部
Ｆ２２　バックパン（背もたれ）
　Ｆ２２ｄ　樹脂プレート（プレート部材、本体部）
　Ｆ２２ｅ　表皮付きパッド部
Ｆ３　脚部材
　Ｆ３０　支柱筒
　Ｆ３１　足部
Ｆ３１ａ　キャスター
Ｎ１　タッピングネジ
Ｎ２　固定ネジ
Ｓ　脚付き椅子
Ｕ　覚醒機器
Ｕ１　制御装置
Ｕ５　操作スイッチ
Ｕ６　作動表示部
Ｕ７　充電状態表示部
Ｕ８　ハーネス
１１　ハーネス
３５　振動装置（刺激装置）
４４　表皮
５０　ファン
５１　座部カバー（カバー）
　５１ａ　スリット
　５１ｂ　排気口（開孔）
　５１ｃ　開孔（開口、入出口、通し口）
５３，５４　座部カバー（カバー）
　５３ａ　制御装置収容部（凹部、最も深い凹部）
　５３ｂ　バッテリ収容部（凹部）
　５３ｃ　リブ
　５４ａ　通し口
５５　背もたれカバー
６５　充電コネクタ
６６　延長ケーブル
７　ＥＣＵ
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７０　コネクタ
７０ａ　接続口
７１　保持カバー（カバー）
　７１ａ　収容凹溝（凹部）
　７１ｄ，７１ｅ　リブ
　７１ｈ　スリット（開孔）
　７１ｉ　開口（入出口、通し口、他の通し口）
７２　ベース部材
　７２ａ　パンチ孔
７３　カバー部材
７４　座部フレーム
７５ａ　通し口（開孔）
７７　制御装置保持カバー
７８　バッテリ保持カバー
８　バッテリ
　８０ａ　充電ジャック
９　呼吸センサ（センサ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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